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令和８年第１回軽井沢町議会定例会６月会議議案目次 

（令和８年６月１日提出分） 

 

議 案 番 号 議       案        名 頁 

議案第３７号 軽井沢町手数料徴収条例の一部改正について ３ 

議案第３８号 
軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正につ

いて 
８ 

議案第３９号 
軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部改正につい

て 
11 

議案第４０号 
令和８年度町単軽井沢町老人福祉センター等アスベスト

除去工事請負契約の締結について 
15 

議案第４１号 
令和８年度ゼロ町債町単小型動力ポンプ積載車購入契約

の締結について 
28 

議案第４２号 
令和８年度町単中部小学校食器食缶洗浄機購入契約の締

結について 
32 

議案第４３号 
令和８年度町単中保育園屋根外壁塗装補修他工事請負契

約の締結について 
36 

議案第４４号 町道の廃止について 41 

議案第４５号 令和８年度軽井沢町一般会計補正予算（第２号） 別冊 

報告第 ５ 号 
令和７年度軽井沢町一般会計繰越明許費繰越計算書の報

告について 
44 

報告第 ６ 号 
令和７年度軽井沢町一般会計事故繰越し繰越計算書の報

告について 
47 

報告第 ７ 号 
令和７年度軽井沢町水道事業会計予算繰越計算書の報告

について 
49 

報告第 ８ 号 
令和７年度軽井沢町下水道事業会計予算繰越計算書の報

告について 
51 

報告第 ９ 号 一般社団法人軽井沢町振興公社の経営状況について 53 

報告第１０号 公益財団法人軽井沢大賀ホールの経営状況について 54 
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議案第３７号 

 

 

 

軽井沢町手数料徴収条例の一部改正について 

 

 

 

軽井沢町手数料徴収条例（平成１２年軽井沢町条例第７号）の一部を別

紙のとおり改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ８ 年   月  日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 
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軽井沢町手数料徴収条例の一部を改正する条例（案）  

 

 軽井沢町手数料徴収条例（平成12年軽井沢町条例第７号）の一部を次の

ように改正する。  

 別表第１中

「

           

」

を

「

           

」

 

に改め、同表の２の項中  

「

                              
」

を  

「

                              
」

に、 

「

                              
」

を  

金額 

450 円  

 

金額 

450 円（自動交付機

（町長の使用に係る電

子計算機と電気通信回

線で接続された端末機

器であって、請求者が

必要な操作を行うこと

により当該書類を交付

する機能を有するもの

をいう。以下同じ。）

により交付する場合に

あっては、350 円）  

 

２  住民票の写し又

は住民票記載事項

証明書の交付  

１通につき  300 円  

 

２  住民票の写し又

は住民票記載事項

証明書の交付  

１通につき  

300 円（自動交付機に

より交付する場合にあ

っては、200 円）  

 

４  戸籍の附票の写

しの交付  
１通につき  300 円  
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「

                              
」

に  

改め、同表の７の項中  

「

                              
」

を  

「

                              
」

に  

改める。 

 別表第３の４の項中
「

           」
を 

「

           
」

に改める。  

   附  則 

 この条例は、令和８年９月１日から施行する。  

 

４  戸籍の附票の写

しの交付  １通につき  

300 円（自動交付機に

より交付する場合にあ

っては、200 円）  

 

７  所得に関する証

明 
１件につき  300 円  

 

７  所得に関する証

明 １件につき  

300 円（自動交付機に

より交付する場合にあ

っては、200 円）  

 

300 円  

 

300 円（自動交付機に

より交付する場合にあ

っては、200 円） 
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令和８年６月会議 

参考資料 １－１ 

 

軽井沢町手数料徴収条例の一部改正の理由  

 

コンビニエンスストア等に設置されている自動交付機による戸籍謄本等

の交付を促進することにより、役場の窓口の混雑緩和及び窓口対応業務の

縮減を図るため、自動交付機により交付する場合の手数料を減額する改正

を行うもの  
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令和８年６月会議 

参考資料 １－２ 

 

軽井沢町手数料徴収条例の一部改正概要 

 

【改正内容】 

 

減額対象とする手数料の種類 金額（改正前） 金額（改正後） 

戸籍の謄本若しくは抄本 ４５０円 ３５０円 

住民票の写し ３００円 ２００円 

戸籍の附票の写し ３００円 ２００円 

印鑑に関する証明（印鑑登録証明書） ３００円 ２００円 

所得に関する証明（所得証明書・課税証明書） ３００円 ２００円 
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議案第３８号 

 

 

 

軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について 

 

 

 

軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例（平成２４年軽井沢町条例第１

１号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ８ 年   月  日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 
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軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例（案）  

 

 軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例（平成24年軽井沢町条例第11号

）の一部を次のように改正する。  

 第10条の見出し中「通信端末機器」を「自動交付機」に改め、同条第１

項中「個人番号カード（」を削り、「個人番号カードをいい」を「個人番

号カード、出入国管理及び難民認定法（昭和 26年政令第319号）第19条の

15の２第１項に規定する特定在留カード若しくは日本国との平和条約に基

づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法

律第71号）第16条の２第１項の規定による特定特別永住者証明書（これら

のうち」に、「印鑑登録証明書を交付する機能を有する通信端末機器（地

方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町」を

「自動交付機（町長」に、「通信端末機器を」を「端末機器であって、当

該申請をする者が必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書を交付する

機能を有するものを」に改め、「及び次条第２項」を削り、同条第２項中

「通信端末機器」を「自動交付機」に改める。 

 第11条中第２項を削り、第３項を第２項とする。  

   附  則 

 この条例は、公布の日から施行する。  
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令和８年６月会議 

参考資料 ２ 

 

軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正の理由  

 

 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 59

号）により、在留カード等と個人番号カードを一体化した特定在留カード

等の交付を求める申請が可能となることに伴い、外国人住民の利便性の向

上及び行政運営の効率化を図るため、自動交付機による印鑑登録証明書の

交付の申請において特定在留カード等を使用できる旨を規定するもののほ

か、所要の改正を行うもの  
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議案第３９号 

 

 

 

軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 

 

 

軽井沢町消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年軽井沢町条例第２６

号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ８ 年   月  日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 
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軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（案）  

 

 軽井沢町消防団員等公務災害補償条例（昭和41年軽井沢町条例第26号）

の一部を次のように改正する。  

 第18条中「315,000円」を「330,000円」に改める。  

   附  則 

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の軽井沢町消防団員等公務災害補償条例第18条

の規定は、令和８年４月１日以後に支給すべき事由の生じた軽井沢町消

防団員等公務災害補償条例第４条第７号に規定する葬祭補償について適

用し、同日前に支給すべき事由の生じた同号に規定する葬祭補償につい

ては、なお従前の例による。  
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令和８年６月会議 

参考資料 ３－１ 

 

軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部改正の理由  

 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和31年政令第

335号）の一部が改正され、非常勤消防団員等が公務等により死亡した場合

における葬祭補償の額が改定されたことに伴い、同令で定める基準に従い

葬祭補償の定額部分の額を引き上げる改正を行うもの  
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令和８年６月会議 

参考資料 ３－２ 

 

軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部改正概要 

 

【葬祭補償】 

消防団員等が公務等により死亡した場合において、葬祭を行う者に対し、町

は葬祭補償として、死亡した団員の階級及び勤続年数を基準として算出される 

補償基礎額の 30 倍に、定額部分を合わせた額を支給するもの。（条例第 18 条） 

 

【改正内容】 

定額部分の額を次のとおり改正する。 

 

 

 

 

 

《参考》 

補償基礎額表（条例別表） 

階級 

勤務年数 

10 年未満 
10 年以上 

20 年未満 
20 年以上 

団長及び副団長 13,340 円  14,170 円  15,000 円  

分団長及び副分団長 11,670 円  12,500 円  13,340 円  

部長・班長及び団員 10,000 円  10,840 円  11,670 円  

 

改正前 
⇒ 

改正後 

315,000 円 330,000 円 
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議案第４０号 

 

 

 

令和８年度町単軽井沢町老人福祉センター等アスベスト除去 

工事請負契約の締結について 

 

 

 

令和８年度町単軽井沢町老人福祉センター等アスベスト除去工事につい

て、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第５号及び軽井沢町議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年軽井沢町条例第２０号

）第２条の規定により議会の議決を求める。 

 

                記 

 

１ 契約の目的  令和８年度町単軽井沢町老人福祉センター等アス

ベスト除去工事 

 

２ 契約の金額  １１３，８５０，０００円 

 

３ 契約の相手方  軽井沢町大字追分１４０４番地 

谷川建設株式会社 

          代表取締役 竹内 広幸 

 

              

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ８ 年   月   日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 
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令和８年６月会議 

参考資料 ４－１ 
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令和８年６月会議 

参考資料 ４－２ 
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令和８年６月会議 

４－３ 参考資料
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議案第４１号 

 

 

 

令和８年度ゼロ町債町単小型動力ポンプ積載車購入契約の締 

結について 

 

 

 

令和８年度ゼロ町債町単小型動力ポンプ積載車購入について、下記のと

おり物品契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第８号及び軽井沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年軽井沢町条例第２０号）第３条の規

定により議会の議決を求める。 

                                  

記 

 

１ 契約の目的  令和８年度ゼロ町債町単小型動力ポンプ積載車購入 

 

２ 契約の金額  １３，４２０，０００円 

 

３ 契約の相手方  長野県佐久市小田井３８３番地２ 

          株式会社コウサカ佐久出張所 

          所長 小林 達也 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ８ 年   月  日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 
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令和８年６月会議 

参考資料 ５－１ 
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令和８年６月会議 

参考資料 ５－２ 
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NU

1

2570

全
幅

　
1
69

5

2

3

4

5

6

7 15

8 9 10

11

12

13

14

16

17

18

23

2221

20

19

1470 14651055

艤装外観図

小型動力ポンプ付消防積載車

マルチラック・SW510-PC
別途図番：A24-018-GMAA-00

艤装室内配置図
別途図番：A24-018-GTAA-000

軽井沢町 殿

1100

全
高

　
～

2
1
50

全長　～4800

No 品名 仕様・型式 個数

1 散光式赤色警告灯(標識灯付・MS付) 大阪サイレン製作所：NF-M-VKJ2M-LA 1

2 標識灯(スモール連動) スモール連動 1

3 電子サイレン/スピーカーマイク付属 大阪サイレン製作所：TSK-D251 1

4 モーターサイレン 回転灯内蔵 1

5 前部赤色点滅灯 大阪サイレン製作所：LFA-50 2

6 後部赤色点滅灯 大阪サイレン製作所：LFA-200 2

7 車体側側面LED作業灯 大阪サイレン製作所：LIA-200 2

8 庫内灯(フロント側) 大阪サイレン製作所：LIA-W1 1

9 庫内灯(リヤー側) 大阪サイレン製作所：LIA-W1 1

10 リヤーハッチ照明灯 大阪サイレン製作所：LIA-W1 2

11 消防団マーク 岩崎製作所　１５０㎜ 1

12 後退用警報ブザー 在庫品にて対応 1

13 バックカメラ 車両純正 1

14 スタッドレスタイヤ スペアタイヤ含まない 4

15 旗立てパイプ Φ25x200 1

16 艤装ヒューズBOX - 1

17 マグネットコンセント蓋付 - 1

18 庫内灯スイッチ(フロント側) トグルスイッチ式 1

19 庫内灯(リヤー側)・リヤーハッチ照明灯スイッチ トグルスイッチ式 1

20 車体側側面LED作業灯スイッチ トグルスイッチ式 1

21 モーターサイレンスイッチ トグルスイッチ式 1

22 ドライブレコーダー COMTEC：ZDR048(録画機能付) 1

23 路肩灯(スモール連動) 大阪サイレン製作所：LIA-W1 2

令和８年６月会議 

５－３ 参考資料
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議案第４２号 

 

 

 

令和８年度町単中部小学校食器食缶洗浄機購入契約の締結に 

ついて 

 

 

 

 令和８年度町単中部小学校食器食缶洗浄機購入について、下記のとおり

物品契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第８号及び軽井沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（昭和３９年軽井沢町条例第２０号）第３条の規定に

より議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的  令和８年度町単中部小学校食器食缶洗浄機購入 

 

２ 契約の金額  ７，８１０，０００円 

 

３ 契約の相手方  長野県長野市東和田２１０番地３ 

          株式会社中西製作所 長野営業所 

          所長 齋藤 浩二 

              

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ８ 年   月   日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 
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令和８年６月会議 

参考資料 ６－１ 
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令和８年６月会議 

参考資料 ６－２ 
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令和８年６月会議 

６－３ 参考資料
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議案第４３号 

 

 

 

令和８年度町単中保育園屋根外壁塗装補修他工事請負契約の 

締結について 

 

 

 

令和８年度町単中保育園屋根外壁塗装補修他工事について、下記のとお

り請負契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第５号及び軽井沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年軽井沢町条例第２０号）第２条の規定

により議会の議決を求める。 

 

                記 

 

１ 契約の目的  令和８年度町単中保育園屋根外壁塗装補修他工事 

 

２ 契約の金額  ７１，５００，０００円 

 

３ 契約の相手方  軽井沢町大字追分１４０４番地 

谷川建設株式会社 

          代表取締役 竹内 広幸 

 

              

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ８ 年   月   日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 
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令和８年６月会議 

参考資料 ７－１ 
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令和８年６月会議 

参考資料 ７－２ 
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令和８年６月会議 

７－３ 参考資料
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議案第４４号 

 

 

 

町道の廃止について 

 

 

 

 下記の町道を廃止することについて、道路法（昭和２７年法律第１８０

号）第１０条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により議会

の議決を求める。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ８ 年   月   日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 

 

 

路 線 名 起  点 終  点 延  長 幅  員 

１－５０９号線 
大字追分 

500番 1地先 

大字追分 

703番 1地先 
Ｌ＝409.3ｍ 

Ｗ＝1.90ｍ

～3.50ｍ 

１－１０５３号線 
大字追分 

495番 1地先 

大字追分 

484番地先 
Ｌ＝110.2ｍ Ｗ＝1.80ｍ 
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令和８年６月会議 

参考資料 ８－１ 

町道廃止路線図 
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令和８年６月会議 

参考資料 ８－２ 

町道廃止路線図 
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報告第 ５ 号 

 

 

 

   令和７年度軽井沢町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に 

   ついて 

 

 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定

により、令和７年度軽井沢町一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとお

り報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 
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(単位：円)

未収入特定財源

国 庫 支 出 金
県 支 出 金

情報システム修正委託
（住民記録システム改修作業委託）

1,200,000 1,078,000 0 1,078,000 0

庁舎改築周辺整備に伴う用地購入 33,342,000 33,016,385 0 0 33,016,385

庁舎改築周辺整備に伴う物件移転補償 112,501,000 112,501,000 0 0 112,501,000

２．徴税費 宿泊税システム改修費補助 85,652,000 85,652,000 0 42,826,000 42,826,000

戸籍システム改修業務委託
（戸籍システム旧氏振り仮名記載対応作業）

2,200,000 1,848,000 0 1,848,000 0

コンビニ交付システム改修業務委託
（戸籍附票旧氏記載機能搭載作業）

1,210,000 1,078,000 0 1,078,000 0

３．民生費 ２．児童福祉費 物価高対応子育て応援手当支給事業 6,000,000 1,320,000 0 1,320,000 0

６．農林水産業費 １．農業費 防災重点ため池耐震化事業 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 0

７．商工費 １．商工費 物価高騰生活者支援事業 230,800,000 229,760,736 0 133,618,000 96,142,736

令和７年度軽井沢町一般会計繰越明許費繰越計算書

３．戸籍住民基本台帳費

２．総務費

１．総務管理費

既 収 入
特 定 財 源

一般財源

款 項 事　　業　　名 金　　額 翌年度繰越額

左 の 財 源 内 訳
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(単位：円)

未収入特定財源

国 庫 支 出 金
県 支 出 金

令和７年度軽井沢町一般会計繰越明許費繰越計算書

既 収 入
特 定 財 源

一般財源

款 項 事　　業　　名 金　　額 翌年度繰越額

左 の 財 源 内 訳

地下道照明ＬＥＤ化事業 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000

町道舗装補修事業 70,000,000 70,000,000 0 0 70,000,000

社会資本整備総合交付金道路舗装補修事業 150,000,000 133,460,000 0 51,730,000 81,730,000

道路メンテナンス事業補助橋梁補修事業 55,260,000 52,400,000 0 23,837,000 28,563,000

10．教育費 １．教育総務費 軽井沢オープンドアスクール改修工事
実施設計委託

1,540,000 1,540,000 0 0 1,540,000

807,705,000 781,654,121 0 265,335,000 516,319,121合　　　　　　　　　計

８．土木費 ２．道路橋梁費
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報告第 ６ 号 

 

 

 

   令和７年度軽井沢町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告に 

ついて 

 

 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項におい

て準用する同令第１４６条第２項の規定により、令和７年度軽井沢町一般

会計事故繰越し繰越計算書を別紙のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 
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(単位：円)

既 収 入 未 収 入

特 定 財 源 特 定 財 源

４．衛生費 ２．清掃費
じん芥処理場粗大ごみ
処理施設計量器修繕

9,570,000 0 9,570,000 0 9,570,000 0 0 9,570,000

海外製部品の入荷
に遅延が生じ、ま
た、特注品である
ことから製作に不
測の日数を要し、
年度内の事業完了
が困難となったた
め

町道鶴溜線無電柱化事
業に伴う工事委託

19,134,500 0 19,134,500 865,500 20,000,000 0 0 20,000,000

隣接地権者との協
議に不測の日数を
要し、年度内の事
業完了が困難と
なったため

町道鶴溜線拡幅工事に
伴う用地購入

7,555,296 5,288,707 2,266,589 0 2,266,589 0 0 2,266,589

地権者が死亡した
ことにより、相続
人の決定に不測の
日数を要し、年度
内の事業完了が困
難となったため

36,259,796 5,288,707 30,971,089 865,500 31,836,589 0 0 31,836,589

８．土木費 ２．道路橋梁費

合 計

翌年度
繰越額

左　の　財　源　内　訳

説　　明
支出済額 支出未済額 一般財源

款 項 事　業　名
支出負担
行 為 額

左の内訳
支出負担

行為予定額

令和７年度軽井沢町一般会計事故繰越し繰越計算書
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報告第 ７ 号 

 

 

 

   令和７年度軽井沢町水道事業会計予算繰越計算書の報告につ 

いて 

 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に

より、令和７年度軽井沢町水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報

告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 
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国庫補助金 企業債
損益勘定
留保資金等

円 円 円 円 円 円 円 円

小瀬地区水源
池深井戸さく
井工事

50,963,000 0 50,963,000 0 0 50,963,000 0 0

50,963,000 0 50,963,000 0 0 50,963,000 0 0

１　水道事
　　業資本
　　的支出

１　建設改
　良費

合計

関係機関との協議に不測
の日数を要し、現場工程
の調整が必要となったた
め。

令和７年度軽井沢町水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額　　

款 項 事　業　名
予　算
計上額

支払義務
発生額

翌 年 度
繰 越 額

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の

購入限度額

説　明
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報告第 ８ 号 

 

 

 

   令和７年度軽井沢町下水道事業会計予算繰越計算書の報告に 

ついて 

 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に

より、令和７年度軽井沢町下水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり

報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 
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国庫補助金 企業債
損益勘定

留保資金等

円 円 円 円 円 円 円 円

社会資本整備
総合交付金軽
井沢浄化管理
センター他改
修・耐震工事
委託

77,000,000 32,000,000 45,000,000 22,100,000 0 22,900,000 0 0

協定締結に至る期間に
不測の日数を要し、機
器製作と現場据え付け
の工程の整合が必要と
なったため

77,000,000 32,000,000 45,000,000 22,100,000 0 22,900,000 0 0

１　公共下
　　水道事
　　業資本
　　的支出

１　建設改
　良費

合計

令和７年度軽井沢町下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額　　

款 項 事　業　名
予　算
計上額

支払義務
発生額

翌 年 度
繰 越 額

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の

購入限度額

説　明
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報告第 ９ 号 

 

 

 

一般社団法人軽井沢町振興公社の経営状況について 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に 

より、一般社団法人軽井沢町振興公社の経営状況を説明する書類を別紙の 

とおり提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 
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報告第１０号 

 

 

 

公益財団法人軽井沢大賀ホールの経営状況について 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に 

より、公益財団法人軽井沢大賀ホールの経営状況を説明する書類を別紙の 

とおり提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出  

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 
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